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理事長あいさつ

　組合員並びに関係の皆様におかれましては、益々ご健勝のこととお慶び申し上げます。

　日頃より、手取川七ヶ用水土地改良区の運営、土地改良事業の推進に対しまして、ご理解、ご支援を賜り厚くお

礼申し上げる次第であります。

　さて、私この度、前吉田武雄理事長の逝去に伴い、４月11日開催の理事会において、理事長に互選され就任いた

しました。もとより微力ではありますが、土地改良区の発展と事業推進のため専心努力いたす所存でございますの

で、一層のご指導ご鞭撻を賜りますようお願い申し上げます。

　さて、昨年10月「経営所得安定対策等大綱」が発表され、「担い手対策」や「品目対策」とともに車の両輪とし

て、また、地域振興施策としての「資源保全施策」、まさに「水土里（みどり）」の対策である「農地・水・環境保

全向上対策」が打ち出され、いよいよ平成19年の本格導入に向けて準備がされています。この「水土里」の資源保

全施策については、農地や農業用水等の資源保全に関して、17年度に集落の共同活動の実態調査を全国で実施して

おり、18年度にはモデル地区を中心に、全国約600地区で実験事業が実施されることになっています。

　これまで農村地域にあっては、長い間にわたって農地や農業用水などに関する集落全体の共同活動が行われ、地

域の農業を支えてきましたが、これからの日本の農業、農村を考えたとき、集落の過疎化や高齢化、混住化などが

進むなかで、何とかしてこの地域共同活動のシステムをそれぞれの集落や水系単位で再構築し、低下しつつある

農村集落機能を回復、強化、確立しなければなりません。また、19年からの対策導入に向けて、地域の農業者だけ

でなく、農業者以外の幅広い協力も得ながら適切な保全管理と農村環境の保全等にも役立つ地域共同の取り組みを

構築しなくてはなりません。我々土地改良区としても大いに関わる必要があると考えており、関係当局との調整を

図っていきたいと思っております。

　また、このたび農林水産省が実施した疏水百選に全国110地区の１つとして、手取川七ヶ用水が「手取川疏水

群」として認定されました。「疏水」とは、農業をはじめ地域の多様な水を供給するための水路であり、瑞穂の国

と言われる日本の米づくりの歴史と共に、先人の努力によって形成されてきたもので、まさに農業や地域の振興、

自然・景観・文化など国土の環境保全になくてはならない、国民共有の財産であります。こうした疏水の保全管理

がだんだんと難しくなってきており、これを次世代に引き継いでいくことは、私たちの世代の責務でもあります。

こうした疏水の役割や重要性を広く知っていただき、国民全体で守っていくという意識を醸成していくことが重

要と考え、農業のための用水をテーマとして疏水百選を選定したのであります。そういう意味でも七ヶ用水がこの

疏水百選に認定されたということは、これまで地域の皆様に七ヶ用水の役割を「知る」「ふれる」「育む」という

テーマで取り組んできた創造運動が全国的に広がっているということでありますので、今後もこのことを十分踏ま

え、活動をしてまいりたいと思います。また、昨年11月に公演しました、七ヶ用水の父「枝権兵衛」の物語を演劇

にした「白山の水を加賀平野に」では、約2,000名のご来場をいただき、先人の苦労や功績と水の大切さを今の時

代に伝えることができたと思います。

　そんな中で「平成の大改修」として、現在施工している用水改修事業は、計画を立て実施しており、今後におい

ても検討協議を重ねながら進めて行かなければなりません。

　そのようなことからも、役職員一丸となって、維持管理に努め安定した用水の確保、事業推進に尽力してまいり

ますので、組合員の皆様、総代各位には、一層のご支援ご協力を賜りますようお願い申し上げまして、ご挨拶にさ

せていただきます。

手取川七ヶ用水土地改良区

理 事 長　杉　本　達　雄

２
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平成17年度通常総代会開催
　平成18年３月24日、グランドホテル松任において

平成17年度通常総代会を開催しました。

　総代103名（現員数111名）の出席のもと、議長に

亀川喜三総代（第５分区）を選出し、提出議案23件

を慎重審議した結果、原案どおり可決承認されまし

た。

●一般会計の主な補正は、県営事業の負担金が減額になった関係で、総額1,170万円余りを減額します。特別
会計では、農地転用面積が増のため1,400万円を増額するものと、理事長、総代、職員の退職手当の支給に
よる補正です。

●維持管理計画の一部変更は、管理水路の一部区間を二級河川に指定変更するものであり、河川法に基づき行
うものです。

●賦課金の納入奨励規程を廃止します。平成17年度徴収より、自動口座振替に移行したことと、個人情報保護
の観点からも集落等において個別の納入奨励ができない状況であり、規定との整合性もなく、経費削減の折
からも規程を廃止するものです。

●平成18年度賦課金の額は、農業情勢を十分に理解したなかで、前年度同額とします。
●一般会計予算では、職員１名減などにより、前年度より1,600万円の余りの減額です。
●七ヶ用水発電所の状況ですが、初年度は順調に発電できたのですが、17年度は、天候の悪い日が多く、手取
川の増水による取水停止や降雨時の災害を未然に防ぐための水量調整が頻繁に発生した事などから、かんが
い期の発電量が前年を割り込み、また、非かんがい期においても発電所下流の２号幹線水路の改修工事など
により、長期にわたり減水調整が必要であったため、年間を通すと前年を下回る結果となります。平成18年
度の発電事業予算は、当初計画に基づく発電量としてあります。

●当土地改良区は、事務費、維持管理費にできるだけ補助事業を活用した対応を図ると共に、その他経費につ
きましても、節減、合理化の協議を重ね本予算案を作成したところであります。

議案第１号

提案理由抜粋

議案第２号
議案第３号
議案第４号
議案第５号
議案第６号
議案第７号
議案第８号
議案第９号
議案第10号
議案第11号
議案第12号
議案第13号
議案第14号
議案第15号
議案第16号
議案第17号
議案第18号
議案第19号
議案第20号
議案第21号
議案第22号
議案第23号

平成17年度一般会計収支予算の補正について
平成17年度農地転用決済金特別会計収支予算の補正について
平成17年度退職手当準備積立金特別会計支出予算の補正について
平成17年度土地改良区財政調整基金特別会計支出予算の補正について
平成17年度排水放流改良工事基金特別会計支出予算の補正について
平成17年度地域用水機能増進事業特別会計収支予算の補正について
維持管理計画の一部変更について
白山頭首工管理規程の一部改正について
賦課金納入奨励規程の廃止について
大日ダム土地改良区連合議員の選出について
平成18年度賦課金の額及び徴収について
平成18年度農地転用決済金の額について
平成18年度排水放流改良工事負担金の額について
平成18年度役員報酬の額について
平成18年度一時借入をするについて
平成18年度一般会計収支予算について
平成18年度農地転用決済金特別会計収支予算について
平成18年度退職手当準備積立金特別会計収支予算について
平成18年度土地改良施設災害準備基金特別会計収支予算について
平成18年度土地改良区財政調整基金特別会計収支予算について
平成18年度排水放流改良工事基金特別会計収支予算について
平成18年度地域用水機能増進事業特別会計収支予算について
平成18年度七ヶ用水発電事業特別会計収支予算について
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平成18年度予算
（平成18年３月24日開催　通常総代会議決）

一　

般　

会　

計

（単位　円）収 入 の 部 支 出 の 部

農 地 転 用 決 済 金 特 別 会 計 ３５４,４３５,７２６円

退職手当準備積立金特別会計 ７１,６４１,７４７円

土地改良施設災害準備基金特別会計 １３０,６０１,２６０円

土地改良区財政調整基金特別会計 ４０,８５８,１１９円

排水放流改良工事基金特別会計 ３６,９９０,９６８円

地域用水機能増進事業特別会計 　８,４００,０００円

七 ヶ 用 水 発 電 事 業 特 別 会 計 ６９,２２４,８３４円

特　別　会　計

（単位　円）

賦 課 金 年額　2,970円／10ａ当

賦 課 期 日 平成18年４月１日現在

徴 収 期 限 平成18年９月25日

算 出 基 準 １円未満の端数切捨て

平成18年度賦課金額及び徴収期日

款 予 算 額 前年度比

賦 課 金 １４９,１８０,０００ △５７７,２６０

助 成 金 １００

負 担 金 ２,３８０,０００ ５７９,９００

使用料及手数料 ２,６６７,３７４ △１,７５０,０００

補 助 金 ２１,６８０,０００ ９９５,９００

交 付 金 ３６,０００,０００

雑 収 入 ７,５５９,２８０ △６,３４０,０８９

借 入 金 １００

寄 付 金 １００ △２,８２１,６４３

繰 入 金 １１８,５２６,５８４ △２,６５２,９６８

繰 越 金 ５,０００,０００ △３,８００,８６９

収 入 合 計 ３４２,９９３,５３８ △１６,３６７,０２９

款 予 算 額 前年度比

事 務 費 ７７,３０９,３５６ △１３,１３３,６０４

事 務 所 費 ５,３００,０００ １２０,０００

選 挙 費 ４００

維 持 管 理 費 １００,４０３,９１８ △３０２,８７８

借 入 金 １００,２００ ８８,９０５

負担金及び寄付金 １３３,４９７,９００ ３,４４１,９７６

諸 費 ５,７７５,３００ △５５７,８６６

団体営土地改良事業費 １,０００,３００ ９９９,９００

災害復旧事業費 ３００

繰 出 金 １６,５０１,４６０ △６,９８８,５１１

財 産 費 ２００

予 備 費 ３,１０４,２０４ △３４,９５１

支 出 合 計 ３４２,９９３,５３８ △１６,３６７,０２９
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平成16年度財務状況の公表
　平成17年度臨時総代会（平成17年10月24日）を開催し、議長に古川淳一総代（第４分区）を選出し可決承認した。

1．一般会計収支決算 2．特別会計 （単位　円）（単位　円）

3．財産目録 （単位　円） 4．賦課面積及び組合員数

平成18年度農地転用決済金額

●内　訳

区　　　　分 １０ａ当

一般経費に対する決済金 ８８,２９５円

県営かんがい排水事業等
未施工事業費に対する決済金 ９７,２２９円

●農地転用決済金規定第８条による決済金額

１０ａ当 １４１,３７６円

買収単位3.3㎡当、3,300円未満の該当地は、維持管
理費に対する決済金を半額とする。

　農地転用決済金とは、土地改良区域内の田を宅地・商工業用地・道路・公共事業用地等、田以外に農地転用する

場合、土地改良法第42条「権利義務の承継及び決済」に規定する手続を必要とし、農地転用により、土地改良事業

に要する残存農地の過重負担額を転用時に決済するものです。

平成18年度排水放流改良工事負担金

１０ａ当 １６１，８９０円

　排水放流改良工事負担金とは、農地転用の目的と場所により、負担金を徴収するもので、転用後の敷地より、雨

水等が七ヶ用水管理水路に排水として流れ込み、排水量が増加することによる下流域での溢水被害防止を目的とし、

水路の保全及び改良工事費の一部に充てるものです。

１０ａ当 １８５,５２４円

収 入 の 部

款 決 算 額 構成比
（%）

賦 課 金 １５０,４７９,５６０ １９.１

助 成 金 ０ ０.０

負 担 金 １,５４３,８５０ ０.２

使用料及手数料 ２,８２４,６５５ ０.３

補 助 金 ２０,６８４,０００ ２.６

交 付 金 ３３,３００,０００ ４.２

雑 収 入 ３２,０９０,０７３ ４.１

借 入 金 ０ ０.０

寄 付 金 ３６１,２００ ０.１

繰 入 金 ５３９,８４４,４３１ ６８.４

繰 越 金 ７,６８９,２２６ １.０

収 入 合 計 ７８８,８１６,９９５ １００.０

支 出 の 部

款 決 算 額 構成比
（%）

事 務 費 ８４,０８３,２６２ １０.８

事 務 所 費 ３,８８５,０４３ ０.５

選 挙 費 １,９６８,０６０ ０.３

維 持 管 理 費 ９３,８９８,３２２ １２.０

借 入 金 ３９６,２１５,９６９ ５０.８

負担金及び寄付金 １５４,９１７,３２２ １９.９

諸 費 １１,５３８,６３７ １.４

団体営土地改良事業費 ０ ０.０

災害復旧事業費 ０ ０.０

繰 出 金 ３３,５０９,５１１ ４.３

財 産 費 ０ ０.０

予 備 費 ０ ０.０

支 出 合 計 ７８０,０１６,１２６ １００.０

会　　　計 決 算 額

農 地 転 用 決 済 金
特 別 会 計 ５２８,１０４,０３４

退 職 手 当 準 備 積 立 金
特 別 会 計 ９６,０１７,９１１

土地改良施設災害準備基金
特 別 会 計 ４００,６０２,５１１

土地改良区財政調整基金
特 別 会 計 ４９,６５６,０２０

排水放流改良工事基金
特 別 会 計 ８１,５８７,６２３

シ ス テ ム モ デ ル 事 業
特 別 会 計 ３６,４３２,０４５

地域用水機能増進事業
特 別 会 計 １１,８０５,３５０

資　　　 産

流 動 資 産 ８,８００,８６９
特 定 資 産 ６２３,４０９,６３６
固 定 資 産 １,６７７,９１４,６６２
備 品 ２５,１２８,７９７

合 計 ２,３３５,２５３,９６４

負　　　 債

長 期 負 債 ３７９,５００,０００
短 期 負 債 ０
退 職 給 与 引 当 金 ７４,７７９,９１１
七ヶ用水発電事業積立金 １５,１０８,０９７

合 計 ４６９,３８８,００８

賦 課 面 積 ５,０４３ha

組 合 員 数 ５,６３０人
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■かんがい排水事業［県営］
地　区　名
工　　　期

平 成 17 年 度 施 工 事　　業　　費　（千円）
場　　　所 路　　線 事 業 量 全　　体 Ｈ17まで Ｈ18計画

中 村 用 水
Ｈ８～Ｈ22

中奥町・徳丸町
三里町 ３－４号支線 ４５０ｍ １,７９１,６００ １,０３０,０００ ５０,０００

中村用水第２
Ｈ14～Ｈ20

倉光・末広
相木町 ３－２号支線 ６８３ｍ ２,５４０,０００ ７１７,０００ １５０,０００

中　島　第　２
Ｈ16～Ｈ20

中島・大竹町
漆島町

２ 号 幹 線
４　　区　　間 ５３０ｍ ３０４,９００ １１１,０００ ５０,０００

中村用水第２ニ期
Ｈ17～Ｈ23

三浦町・旭町
八ツ矢町 ３－３号支線 ２３７ｍ １,９３２,３００ ８０,０００ ２２０,０００

■農業用水再編対策事業（地域用水機能増進型）［県営］
地　区　名
工　　　期

平 成 17 年 度 施 工 事　　業　　費　（千円）
場　　　所 路　　線 事 業 量 全　　体 Ｈ17まで Ｈ18計画

松 任 中 央
Ｈ６～Ｈ21

小上町
荒屋柏野町
シーアイタウン笠間

４－４号支線 ９７５ｍ ５,１８０,５００ ２,７１２,０００ ３０１,０００

新 砂 川
Ｈ11～Ｈ21

橘・田子島
水島町 ７－３号支線 ６８０ｍ ４,０８２,２００ １,８５９,０００ ３６０,０００

中村用水地区
３－４号支線・中奥町地内

中島第２地区
２号幹線４区間・中島地内

事

着工前 完　成

着工前 完　成

松任中央地区
４－４号支線

シーアイタウン笠間地内

新砂川地区
７－３号支線・水島町地内

着工前 完　成

着工前 完　成

業 施 工 状 況
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■用排水施設整備事業［県営］
地　区　名
工　　　期

平 成 17 年 度 施 工 事　　業　　費　（千円）
場　　　所 路　　線 事 業 量 全　　体 Ｈ17まで Ｈ18計画

田 中
Ｈ15～Ｈ17

番匠町・田中町
郷町 ２̶２号支線 ９５ｍ ４３７,５００ ４３７,５００ －

郷 用 水
Ｈ17～Ｈ23

末松・福正寺町
橋爪町 ２－３号支線 ９１０ｍ ４２０,０００ ２００,０００ ７０,０００

■国営造成施設管理体制整備促進事業［県営］
地　区　名
工　　　期

平 成 17 年 度 施 工 事　　業　　費　（千円）
場　　　所 内　　容 事 業 量 全　　体 Ｈ17まで Ｈ18計画

七 ヶ 用 水
Ｈ12～Ｈ21 全　　　線 安 全 施 設

維 持 管 理 一　式 ３３９,２７９ １９８,５４３ ３２,８８０

■新農業水利システム保全対策事業［団体営］
地　区　名
工　　　期

平 成 17 年 度 施 工 事　　業　　費　（千円）
場　　　所 内　　容 事 業 量 全　　体 Ｈ17まで Ｈ18計画

明 島
Ｈ18～Ｈ22 ̶ ̶ ̶ ７７,２００ ̶ １,０００

■地域用水機能増進事業［団体営］
地　区　名
工　　　期

平 成 17 年 度 施 工 事　　業　　費　（千円）
場　　　所 内　　容 事 業 量 全　　体 Ｈ17まで Ｈ18計画

新 砂 川
Ｈ10～Ｈ21 ７ 号 支 線 増 進 活 動 一　式 ３７,０００ １７,０００ ２,０００

松 任 中 央
Ｈ12～Ｈ21 ４ 号 支 線 増 進 活 動 一　式 ７４,０００ ３２,０００ ６,０００

安全施設 水路名称看板

田中地区
２－２号支線

郷町・番匠町地内

郷用水
２－３号支線・福正寺町地内

着工前 完　成

着工前 完　成
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　このたび平成18年10月23日をもって任期満了となる役員選挙が執行されます。

　手取川七ヶ用水土地改良区定款の定めによって、「役員は、総代が総代会において選挙する」となっており、役

員選挙規程により「役員は、各被選挙区につきその区域に所属する組合員の内から選挙するものとする」としてい

ます。

被選挙区役員定数1

被選挙区及び選挙すべき役員の数2

被選挙区　　　（被選挙区域） 理事数 監事数

第１被選挙区　（旧富樫用水関係区域） ２名

１名
第２被選挙区　（旧郷用水関係区域） ２名

第３被選挙区　（旧中村用水関係区域） ２名

第４被選挙区　（旧山島用水関係区域） ３名

第５被選挙区　（旧大慶寺用水関係区域） １名

１名第６被選挙区　（旧中島用水関係区域） １名

第７被選挙区　（旧新砂川用水関係区域） １名

計 12名 ２名

理事：12名（全員）　　　監事：２名（半数）

選 挙 時 期3 任期満了の日前、60日から10日までに行わなければならない。

平成18年度臨時総代会開催予定：平成18年10月11日

選挙の通知及び公告4 期日から５日前までに書面をもって総代に通知し、かつ公告する。

候 補 者 の 立 候 補5 選挙期日の公告のあった日から、選挙期日の３日前までに書面で届出する。

役員立候補の制限6 ・被選挙区に所属する組合員でなければならない。

・理事、監事の重複立候補はできない。

・選挙、投票、開票管理者は立候補者になることができない。

　平成17年度通常総代会において、賦課金納入奨励規程を廃止しました。

　このため、当該集落（地区）に対する奨励金の納入は、今年度よりありません。

●事由

　賦課金納入奨励規程は、賦課金の納入成績優良にして模範となり、納期までに賦課金の全額を完納した集落等

に対して徴収金の100分の１を交付するものであります。しかし、平成17年度賦課金徴収より、組合員のご理解

のもと自動口座振替に移行し徴収させていただいております。

　そのようなことから、従来のように集落等において賦課金の納入奨励をお願いする事も困難であり、規定との

整合性もないことから、社会情勢や経費削減の現状を踏まえ、賦課金納入奨励規程を廃止するものであり、組合

員皆様のご理解をお願いするものであります。

役 員 改 選

賦課金納入奨励金廃止のお知らせ

　任期満了に伴い定款第24条により、平成17年度通常総代会で次の方々が選出されました。

杉本　達雄　　西尾　市朗　　北村　脩二　　柄田　和雄　　黒山　　茂　　南　　淳一　　高井　忠之

中西　良一　　上田　敏行　　深元　初雄　　中田　　宏　　宮川　　貢　　宮西　敏夫　　早崎　金二

島野　正雄　　山守　　威　　東本　政光　　徳田　誠一　　得田多喜男　　吉本　善昭　　金森　外栄

酒井　俊男　　中橋　宏喜　　清水　貞夫　　亀川　喜三　　藤田　敏和

大日ダム土地改良区連合議員の選出
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第6回手取川七ヶ用水ウオークラリー ■応募方法
　１チーム２～５名、チーム名とメンバーの氏名、
年齢、代表者の連絡先（住所、電話番号）を明記の
上、郵送、ＦＡＸまたはホームページ上で申し込み
下さい。
■参加者の資格等
　年齢を問わず、誰でも参加できます。ただし、小
学生以下で構成されたチームでは参加出来ません。
保護者同伴でお申し込み下さい。
■応募期間及び募集数
平成18年８月10日（木）まで
100チーム（300名程度）
（ただし、定員になり次第締め切らせて頂きます。）
申し込み、お問い合わせは、下記までお願いします。

●水土里ネット七ヶ用水内　ウオークラリー実行委員会●
〒924－0871　石川県白山市西新町159－2　TEL076－276－1166　FAX076－276－1167　http：//www.shichika.or.jp

参加無料!
賞品・参加賞
あり

手 取 川
七 ヶ 用 水
土地改良区
取 水 計 画

●期別取水量

期間

区分

かんがい期 非かんがい期

４月13日から
４月19日まで

４月20日から　
５月３日のうち
１週間

４月20日から
９月10日まで

９月11日から
３月19日まで

３月20日から
４月12日まで

白山頭首工に
係る最大取水量 30.12 46.62 30.31 13.91 30.00m3/S m3/S m3/S

m3/S m3/S

●非かんがい期の通水及び管理について
①９月11日より通水量が毎秒13.91ｔとなります。かんがい期の約半分位の水量です。
②通水量が少ないのと同時に、水路工事や橋梁工事等で停水及び減水が頻繁に行われご迷惑をおかけしますが、
火の元には十分ご注意ください。
③降雨時の洪水を防止するため転倒堰は、なるべく倒しておいて下さい。積雪・融雪等冬季期間の用水堰管理
についても地元の皆様のご協力をお願いします。尚、除雪等による用水路への大量の雪捨てはご遠慮願いま
す。（下流部で雪がつまり、水が溢れる事があります。）

1月 ２月 ３月 ４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 10月 11月 12月

50

40

30

20

10

m3/S

(取水量)

非かんがい期 かんがい期 非かんがい期

停
水

停
水

C.C.Z　しおさいコース

　Ｃ.Ｃ.Ｚ松任海浜公園自由広場を拠点に、七ヶ用水
の山島用水にふれると共に、千代野をめぐるウオーク
ラリー大会です。（約６㎞）
　多数の参加申し込みお待ちしています！
■開催日時
平成18年８月26日（土）〈小雨決行〉
受付開始　　午前７時30分～
開 会 式　　午前８時00分～
スタート　　午前８時30分～
表 彰 式　　正午～

■集合場所
C.C.Z松任海浜公園自由広場（白山市相川町地内）

　明治36年（約100年前）に七ヶ用水の合口事業によって造られた歴史的土
木遺産である大水門から給水口に通じる３本の隧道（トンネル）を探検し、
手取川からの取水の歴史を学ぶとともに、水の大切さと農業用水の役割を
知ってもらう企画です。また、七ヶ用水の父・枝権兵衛の足跡も紹介します。

◎日　時　　平成18年９月30日（土）　午前９時より
◎場　所　　白山市白山町（古宮公園・加賀一宮駅近く）
◎対　象　　小学生とその保護者

七ヶ用水トンネル探検
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「手取川疏水群（手取川七ヶ用水・宮竹用水）」

疏 水 百 選 に 認 定

　全国から応募があった499地区の中から、インターネット等による

一般投票を経て、平成18年１月27日の疏水百選選定委員会において、

「手取川疏水群」として手取川七ヶ用水が認定されました。

「疏水百選」ホームページ＝http://www.inakajin.or.jp/sosui

疏水百選の背景

　明治の頃まで、疏水という言葉がありました。今日、用水と名が変わっても、
それらの水路は、食料の安定供給だけでなく、国土・環境保全、保健休養、美
しい景観の形成など、大きな波及効果を国土全域に与えてきており、国民共有
資産です。
　現在、疏水（農業用水）は総延長約40万㎞にも及び、これまで農家を中心と
する地域の共同作業によって守られてきましたが、農村地域の都市化、混住化、
過疎化、高齢化等により、その保全管理が困難になってきています。

　このため、農家のみならず地域住民や都市の人々も含めた国民全体でその保全活動に取り組み、日本の
“水・土・里”を育て、次世代に継承していくことへの一助とするため「疏水百選」が実施されました。

　建立から50年が経ち、社殿の柱などの損傷が目立つようになり、修復について検

討協議を重ね、損傷箇所の修復工事を施工いたしました。修復に際しては、４月22

日夜に御霊代の仮遷座祭を奉仕しました。翌日より工事を着工し、５月29日に竣工

清払を行い、同夜に本遷座祭を奉仕しました。翌30日には水戸明神春季祭を奉斎し

ました。

水戸明神－修復

　水戸明神は、絶えていた永い歳月を経て手取川七ヶ用
水土地改良区によって、昭和29年に再興した社殿で、古

くに白山比咩神社があった安久濤の森に鎮座しています。この森の地下には、
手取川より取水した水が隧道によって流れ、広大な手取川扇状地の田畑を潤
すことから、その源である白山の神の恩恵や水への感謝と加護を仰ぎ、将来
の発展を念ずるために、水神様を祀り、枝権兵衛・小山良左衛門の霊をも降
神して水戸明神は建立されたのです。
　毎年、来賓、土地改良区関係者が参列し、白山比咩神社宮司が斎主となって、田植えが終わった頃に春季祭、
秋の収穫が終わった頃に秋季祭を奉斎し、命の水の守護神として敬い奉られています。

水 知 識水 知 識

　七ヶ用水の父と言われる「枝権兵衛」の生涯をかけた用水事業を演劇公演しました。

手取川の水を加賀平野に導く壮大な“プロジェクト”を成し遂げた先人の功績と水の大

切さを今の時代に伝える最高！の舞台となりました。

・平成17年11月20日　白山市鶴来総合文化会館クレイン（夜１回公演）

・平成17年11月23日　白山市松任文化会館（昼夜２回公演）

ご来場者数　約2,000人

演劇公演 「白山の水を加賀平野に」　七ヶ用水の父・枝権兵衛伝　を開催しました
〔共同企画〕　白山市演劇協会・水土里ネット七ヶ用水

ビデオ紙芝居「手取川の流れと枝権兵衛」
　水土里ネット七ヶ用水にて、貸出していますので、各種研修会等や学習にご利用下さい。
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第47回全国土地改良功労者表彰受賞（平成18年３月28日）
総務課長補佐 中村佐栄子

職員人事

工務課長補佐　　今本　康夫（工務課係長）

総務課主任　　北野　祐二（工務課主任技師）

工務課技師　　大多　佑典（工務課技師補）

中村佐栄子（総務課長補佐）平成18年３月31日付

西田　智子（財務課主事）　平成18年４月10日付

異　動 退　職

採　用

平成18年４月１日付

財 務 課　　小泉美千代（臨時）

吉田武雄理事長逝く
　理事長吉田武雄氏が３月５日午後４時50分に74歳で逝去されました。

　ここに生前賜りましたご厚情に対しまして喪心より深く感謝申し上げ、

故人のご冥福をお祈り申し上げます。

通夜　平成18年３月７日　午後７時

葬儀　平成18年３月８日　午前11時

手取川七ヶ用水土地改良区経歴

昭和51年　総　代

昭和53年　理　事

平成２年　理事長

　故吉田武雄理事長は、誠実実直にして責任感が極めて強く、土地改良区の組合員はもとより、地域住民の衆望も非

常に厚く信頼されていました。

　昭和51年、45歳にして手取川七ヶ用水土地改良区の総代に選出され、 2年後には理事に抜擢され、昭和の大改修事

業の完成に向けて邁進し、用水配分の安定を図られました。平成 2年に第 6代理事長に就任するや、水路の老朽化や

都市化による降雨時の排水対策などの諸問題を解決すべく、水路改修計画を立て平成の大改修事業に取り組んで来ら

れました。また時同じくして、大日ダム土地改良区連合の理事長に就任されるなど、土地改良事業推進の先頭に立ち、

国、県、関係自治体との協議調整に尽力され、豊かな農村づくりと地域住民が安心して暮らせる街づくりに多大な貢

献をされてきました。

　近年では土地改良区の新たな管理体制の確立に向け、農業用水の多面的機能を地域の皆様に理解してもらうべく、

ウオークラリーや清掃ボランティアの活動を精力的に取り組み、21世紀土地改良区創造運動大賞を受賞するなど、全

国でも先進的な土地改良区として注目をされるようになったのであります。また、七ヶ用水百周年記念事業を持ち前

の行動力で立派に遂行され、宇宙飛行士の毛利衛氏の講演会を開催し、次代の子供たちに地球環境を学び考える場を

提供し、水の大切さを地域社会に投げかけるまたとない機会となりました。それから、七ヶ用水発電所建設には、計

画から完成に至るまで心血を注がれ、水力発電による農業用水の有効利用と土地改良施設の維持管理費の低減を図る

ことを目的に運転が開始され、土地改良区の貴重な財産として、永続的に発電ができることとなりました。

　しかし、日頃より多忙を極め、石川県土地改良事業団体連合会の副会長をはじめ数多くの要職を歴任され、手帳に

は常に予定が一杯書き込んであり、健康にも留意されながら精力的に職務を遂行されていたのですが、一時入院され

るなどして体調を崩され、その後も精神力で土地改良区運営を執行されていたのですが、入退院を繰り返されるなど

して、ついに返らぬ人となってしまわれました。

　吉田理事長は、親子 2代にわたり理事長として七ヶ用水のために、まさしく命をかけられました。その業績は、計

り知れないものがあり、その遺志を受け継ぎ、残された事業はもちろんのこと、清らかで永久に流れる七ヶ用水を

守って参ります。

　いま、ありし日の温容を仰ぎつつ、哀悼の意を捧げ、ご生前のご功績に対して敬意と感謝の念を表し、心からご冥

福をお祈り申し上げます。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　手取川七ヶ用水土地改良区

平成６年　石川県知事表彰

平成13年　勲五等瑞宝章　

偲 ぶ

吉田武雄理事長逝く

平成18年６月26日付
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　水量の多い時期ですので、水路の危険な所へ
近づかないようにして下さい。
　特に、子供やお年寄りを水の事故から守るた
め、皆さんで充分注意しましょう！

用水路に物やゴミを捨てないで下さい。
水路堤で物を焼却したり

放置したりしないでください。

清掃ボランティア（昨年）

用水路にはたくさんの生き物が生息しています。
身近な環境をもっと大切に！

清掃ボランティア・生物調査（昨年）

★組合員資格変更の届け出

［　　　　　　　　］
●組合員の死亡により、農地を相続した場合
●住所や組合員名を変更する場合
●農地の売買、贈与、交換等で名義変更があっ
た場合
●農業者年金を受けるため経営移譲した場合

★農地の転用にも転用申請・決済金
が必要です
［土地改良法第42条 2 項］
●農地転用申請と決済金の納付がない限り、
土地改良区の土地台帳から賦課面積を削除
できませんので、毎年そのまま賦課金がか
かります。
●公共事業（道路・公園・河川・建物等）用
地として転用される農地についても、転用
決済金の納付が義務づけられています。
●特に公共道路の転用申請が遅れている所が
見受けられます。事業主体との説明会・用
地買収・契約調印の際は、転用申請、転用
決済金等の問題も十分協議し、必ず土地改
良区へ申請するようお願いします。

が
必 要 で す ！

出け届ず必

自己申告です

簡単な手続きです。組合員名（封筒の宛名）
を確認して下さい。

用水転落事故防止！

捨
て
な
い
で

川
が
あ
な
た
に

呼
び
か
け
る

お気づきの点がございましたら、
お気軽にお問い合わせを…。

知っていますか？


